
　〇継続申請される方

・個人番号利用同意書兼個人番号提供書

・収入状況届出書【所得課税証明書用】

・所得課税証明書(令和７年度)

　〇就学支援金が支給されていない方または今まで申請されたことがない方

① 就学支援金のオンライン申請のマニュアルは「e-shien」にログイン後にも、ヘルプが登載されていますので、

入力の参考にしてください。

なお、オンライン申請には、「ID」と「パスワード」が必要になります。ご不明でしたらご連絡ください。

② 「収入状況届出書」(個人番号用)と(所得課税証明書用)及び「個人番号利用同意書兼個人番号提供書」は

本校のホームページに載せています。書類を必ず両面印刷して記入してください。

③ 審査結果につきましては、例年９月以降にお知らせする予定です。審査の結果、認定にならなかった場合は、

「臨時支援金」の対象となります。

問い合わせ先

　　　北海道札幌国際情報高等学校　事務室

　　　〒001-0930　札幌市北区新川717-1  https://www.sit.ed.jp/

　　　TEL 011-765-2021 　FAX 011-765-2022  sit-z0@hokkaido-c.ed.jp

１年生は「継続届出」、2年生及び３年生の方は、

「保護者等情報変更届出」により進めてください。

・収入状況届出書【（個人番号用）マイナンバー用】

1 ⇒

2

3 マイナンバーカードを初めて使用して申請される方 ⇒

マイナンバーカードを読み込んで申請される方 ⇒

ホームページ

メールアドレス

受付時間　平日　8:30～16:30

⇒

就学支援金等申請フローチャート

留意事項

　所得課税証明書は、市町村民税の課税標準額と調

整控除額が記載されたもの提出してください。

　また、札幌市の場合はお住いの区の市税事務所に

て発行してもらってください。

上記「2」の申請方法、又は次の書類を提出してください。

・マイナンバーカードの写し(両面)か個人番号が書

かれた住民票

4 マイナンバーカードを使用しないで申請される方 ⇒

次の書類が必要になります。

　手続きは不要です。書類の提出はありません。た

だし、令和７年１月１日現在、課税地に変更があり

ましたらお知らせください。(メール可)

　次のアドレスにログインして、手続きを進めてく

ださい。書類の提出はありません。

https://www.e-shien.mext.go.jp/

※「臨時支援金」は就学支援金の申請をしないと対

象にならないので、申請をお願いします。

上記の「１」から「４」の方法のいずれかで申請し

てください

　すでにマイナンバーカードの写しか住民票を提出

されている方


